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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年6月17日(2016.6.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３９】
　ｅＮＢ－Ｒ（中継）のＤＬデータの上の行のＤは、例えば事前設定などによる、ダウン
リンク送信用のサブフレームパターンを指定している。この場合、Ｄを有する４個のサブ
フレーム、それに続くＤのない４個のサブフレーム、それに続くＤのある４個のサブフレ
ームなどから推定しうるように、事前設定の周期は８ｍｓである。しかし、このパターン
においては、ＭＢＳＦＮ行の中にＳで指定されている潜在的なＭＢＳＦＮサブフレームで
あるサブフレームだけを、ｅＮＢが送信を中継するために実際に使用しうる。すなわち、
情報を有する送信であるバックホールのダウンリンク送信は、サブフレームが、ＭＢＳＦ
Ｎ行にＳかつｅＮＢ－ＲのＤＬデータの上の行にＤと指定されている場合だけ行いうる。
これは、中継ノードが同時にユーザ装置に情報を送信しないときだけ、中継ノードへのダ
ウンリンク送信を行えることを意味する。図４に示すＭＢＳＦＮフレーム構造は、Ｓを有
するフレームでは制御領域を越えてデータが受信されないことをユーザ装置に知らせる。
サブフレーム０、４、５、９は、上述のように、ＭＢＳＦＮサブフレームでなくてもよい
ことに留意されたい。ＭＢＳＦＮサブフレームは、１０ｍｓまたは４０ｍｓの周期のパタ
ーン属性を有する。図４は、一例の４０ｍｓのパターンを示すが、パターンの一部だけが
示されている。ダウンリンク送信Ｄと一緒に、アップリンクグラントも送信される。上記
で導入した基本原則によれば、アップリンクＵｎサブフレームは、ダウンリンクＵｎサブ
フレームの４つの送信時間間隔後に発生する。これは、フレーム１のダウンリンクサブフ
レーム６に関して、アップリンクサブフレームは４ＴＴＩ後に発生することを意味する。
すなわち、フレーム１のダウンリンクサブフレーム６に関して、対応するアップリンクは
、フレーム２のサブフレーム０で発生する。修正ＵｎアップリンクＨＡＲＱによれば、明
示的Ｕｎダウンリンクフィードバックは存在しない。エラーの場合、次に利用可能な送信
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機会にアップリンクグラントが代わりに発行される。図４に示される例では、次の機会は
、１または２ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）後に発生する。これについては、次の例で
示す。例として、フレーム１のサブフレーム２の送信が変化していると想定する。このサ
ブフレームに対応するＨＡＲＱプロセスＩＤは、図４の３行目から分かるように、４であ
る。そして、ｅＮＢは、同じＨＡＲＱプロセス４の次に利用可能な送信機会（フレーム２
のサブフレーム０）のために、同一の、トグルしていないデータビットインジケータを有
するアップリンクグラントを発行する。従って、ＵＬ再送信は、８サブフレーム後または
１ラウンドトリップ時間後の、フレーム２のサブフレーム０で送信される。
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